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平素は奈良経済産業協会並

びに会員企業の皆様にはたい

へんお世話になり、厚くお礼

申し上げます。

この原稿を書いている 3 月

末時点、新型コロナウイルス

により世界はパンデミック状

態にあります。

当初はアジア地域の新型イ

ンフルエンザ程度に思ってい

た感染は、あっという間に欧米に広がり、現在も

世界で感染拡大が続いています。

世界の株式時価総額は 2 月からわずかひと月で

30％、3000 兆円が消滅しました。49 か国は渡航中

止勧告を出し、世界の経済や人の移動はストップ

し、情報だけが行き交っている状態です。

新型コロナウイルスは、自国第一主義の風潮と、

ゆがんだグローバル化に警鐘を鳴らしているよう

に感じます。

さて、私どもの大光宣伝はおかげさまで、昨年

80 周年を迎えることができました。グローバルと

は程遠い奈良に本社を構えるローカル企業です。

　私は 30 年余り前に、JR や近畿日本鉄道の指定

広告を営む大光宣伝を父から引き継ぎました。

若かった私は業務拡大を目指し、マスコミ媒体

やイベントも手掛ける総合広告代理店になりたく、

毎年 5 名以上の新卒社員を採用し、売上拡大して

いきました。

数年は順調に売り上げを伸ばしましたが、それ

は好景気のお陰だけで、1990 年過ぎにバブルが崩

壊し、売上は大幅ダウンとなり業容縮小を余儀な

くされました。

自分の力不足を痛感し、創業の基本に返り、強

みを分析し小さなローカルエリアで NO. １をコツ

コツ磨く戦略に舵を切りなおしました。

売上は大きく縮小しましたが利益はそれほど落

ちることはなく、その後も 20 年以上奈良税務署か

ら優良申告法人の表敬を受け続けています。

会社には格があります。規模の格では中小零細

企業の弊社ですが、地域において無くてはならな

い会社を目指してきました。

再スタートの際に作ったスローガンは「優秀な

社員が生き生きと活躍できる、小さな大企業にな

ろう」です。小さくても大企業に負けない社員待

遇や絶対に潰れない財務体質です。

弊社の経営方針の第一に「お客様第一主義」を

掲げ、お客様とのコミュニケーションを重視し、

お客様と一緒になって課題を解決していく提案を

心掛けております。そのためには社員の教育は極

めて重要です。

弊社では資格取得の奨励には、個人資格でも取

得に必要な時間と費用を会社が提供しております。

更に、外部講師を招聘しての社内勉強会は 30 年

に渡り 235 回を迎えております。

また、弊社の強みは、自社媒体や自社工場を保

有し、エンドユーザーに直に販売する仕組みを築

いています。質の高い媒体やサービスを安価に提

供し、アフターフォローにも責任をもって対応す

るよう心掛けております。

昨年、インターネット広告扱い高がテレビのそ

れを抜きました。弊社のアウト・オブ・ホームメ

ディア（交通屋外広告）も DOOH としてデジタル化

が進んでおります。更にダイナミック DOOH という

言葉で、屋外交通広告の弱点であった効果測定や、

時間帯やシチュエーションで画面がフレキシブル

にかわるコンテンツも現れています。

今後益々進化、多様化する社会やお客様の期待

に応えるべく、ハードウェアとソフトウェアを併

せ持つ広告会社として次の 100 周年に向けて地道

にアグレッシブに挑戦していきます。

　　　 提　言  　   　『　グローバル時代にローカルに生きる　』
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新型コロナウイルスにかかる支援策の概要を下記にまとめました。詳細は以下でご確認ください。

　＊尚、情報は日々更新されていますので、定期的に情報をご確認下さい。

　経済産業省の支援策　https://www.meti.go.jp/covid-19/

　厚生労働省の支援策　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

★資金繰り支援

★雇用調整助成金（4月 1日～ 6月 30 日の緊急対応期間中は、全国で全業種の事業主を対象）　

新型コロナウイルスにかかる支援策

★持続化給付金（補正予算の成立が前提）
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奈良の観光情報まとめサイト
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デアは商品化される事も有

ります。全員が新商品の企

画に携われる仕組みと部署

間の壁を超えてフォローし

合える団結力を構築される

と共に、自分たちの企画し

たアイデアが商品になることで、モチベーショ

ンの向上にも繋がるとの事です。

　「企画は全員の仕事」とし、常に楽しんで取

り組む事を心掛けています。「アイデアミーティ

ング」から生まれた商品「インナータオル」は

子どもが体操服の下に着用し、運動してかいた

汗を吸い取るタオルで、服を脱がずに脱着でき

ることがポイントの商品です。耐寒マラソンな

どで重宝されており、手作りする時間のない忙

しい母親のニーズを的確に捉えたアイデアが評

価され商品化となりました。

　「現代の子ども達は、幼い頃から電子ゲーム

や携帯電話に親しみ、玩具で遊ぶ時間が減っ

ている。少子化の影響も有り厳しい状況が続く

玩具業界だが、多様化しているニーズを的確に

キャッチしてスピーディに商品化していきた

い。また玩具だけでなく雑貨や文具等の他分野

への進出も考えている。私は社員としてこの会

社に入社し、色々な経験や勉強をさせて頂いた

おかげで成長出来たと思っている。会社の成長

や発展は社員の成長無くしては成しえない。今

後も社員が学び、成長できる機会を積極的に提

供し、思う存分活躍していただける会社にして

いきたい。」と社長様から事業展開や人材育成

についてのお話をお伺いしました。

　今回は、宇陀市で玩具の卸

売業をされている㈱池田工

業社様を訪問し、代表取締

役社長　和佐野達也様にお

話を伺いました。

　同社は、明治 35 年に農機

具の製造販売会社として創

業され、その端材を利用し

て作った子ども向けの金網

製の「蛍かご」を販売した

ことが、玩具の企画販売の原点となっているそ

うです。現在の主力商品は、水てっぽう、しゃ

ぼん玉などの水遊び用品、虫網・魚網や虫かご

などの昆虫飼育用品、ボールやバドミントンな

どのスポーツ用品、けん玉やコマなどの木製民

芸玩具や知育玩具で、子どもたちの心を豊かで

健やかに育てたいという経営理念のもと、日々

商品開発を進められています。

　お客様からの声に真摯に向き合いながら 118

年の社歴を重ねてこられました。一昨年春に発

売された『水風船バズーカ』はまさにお客様の

「水をかたまりで飛ばせるバズーカが欲しい」

という声から生まれた商品で、最近では若い世

代の方が商品の使用動画を SNS 上で投稿されて

好評を得ているとのことです。　

　更に、様々なアニ

メ の キ ャ ラ ク タ ー

と の コ ラ ボ 商 品 を

企画され、昨年発売

さ れ た ア ウ ト ド ア

グッズは、そのアニメの世界観を取り入れ大人

も楽しめる商品として話題となっていました。

　同社は社内では製造は行わず国内や海外の協

力会社に製造委託をされており、商品の取り扱

いアイテム数は約 1800 点で、国内全域で営業

展開されています。今後は顧客ターゲットを広

げて商品企画を行いたいと考えておられ「より

多くの人々のお役に立つには？」というテーマ

のもと、顧客ニーズに応える商品企画力向上の

為に、全社員参加型の「アイデアミーティング」

が行われています。業務の一環という意識のも

と、パート社員を含めた全社員が数グループに

分かれて新製品を考え、年 2 回発表会で報告し

お互いのアイデアを採点し、高評価を得たアイ

会員企業訪問（NO.16） 

～株式会社池田工業社～

㈱池田工業社
代表取締役社長
和佐野達也氏

　＜企業情報＞

　会社名：株式会社池田工業社

　創　業：明治 35 年

　住　所：〒 633-0253 宇陀市榛原萩原 2460 番地

　代表者：代表取締役社長　和佐野達也　　

　社員数：31 名

アイデアミーティングの様子

－４－



－５－



　　　　　ＫＡＩＺＥＮ ・ 改善のすすめ 　（第 20 回特別編）　

～こんなときこそ改善で乗り越えましょう～

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、

人と人との接触や移動が制限されることで、様々

な業務運営に重大な支障が出ています。

　現場を伴う業務を除き、在宅勤務やテレワーク、

ＩＣＴを活用した業務・営業活動や情報共有が検

討され、実際に活用されています。

　しかし、現状のやり方をそのままに、新しい仕

組みに移行させると、現状との違いに目がいき、「使

えない！これではダメ！」となります。

　緊急時だからこそ、平時とは同じ様にはできな

いからこそ、その代替案を考えることで、現在の

業務に潜む課題を克服する機会とも言えます。

　ただ同じ様に置き換えることだけでなく、その

業務の本来の目的は何であるかを良く考え、目的

と手段の違い注意して、本来の目的を担保できる

ならば（機能や品質が維持できる・よほど劣らな

い限り）、やり方を変えて、ムダ・ムリを省き生産

性の高い方策へ改善を進めることが大切です。

　改善を進めるにおいても、人との接触が制限さ

れる中で、大変難しい面はあろうかと思います。

　日頃は、「忙しくて改善活動が出来ない！」とよ

く言われます。是非このような機会を捉えて、業

務を見直し改善活動に取り組んで、ピンチをチャ

ンスに変える貴重な機会にして頂きたいと思いま

す。出来ることから一つずつでも良くなるように

取り組んでいきましょう。

　改善を進める上では、「現状把握」と「要因解析」

が最も重要と言えます。

　まず、現状を把握するため、現在の業務を人・

モノ・情報の観点から業務の手順や実際の流れを

つかみ、その中で問題点を明らかにすることが第

一歩となります。

　誰が・何を・どのように判断して・いつ・どの

ように行っているのか？等を５Ｗ１Ｈでしっかり

と把握することが必要です。それによって、現在

の業務・作業の中に不要なこと、現在の品質レベ

ルが必要か、その方法でないとダメなのか、他の

方法はないか、この順番でないとダメか ･････ 等々

の検討が重要です。

　そして、明らかになった問題点の要因をしっか

りと調べて調査することが大切です。

　そのために、「なぜなぜ分析」により、表面的な

ことでなく、なぜ・なぜを繰り返して、真の要因

を考える粘り強さが重要です。また、設備・人・

材料・方法・などの観点から、予断や推測等でなく、

現場・現物・現実主義で、数値により論理的に要

因を掘り下げることが重要です。

　これら２つの取組により明らかになった問題・

課題を対策により改善していく流れとなります。

　例えば、在宅勤務やテレワークにおける問題を

考えます。起案・承認・実行等の各フェーズで、人・

モノ、特に情報の手順・流れがどようになってい

るかを明らかにします。

　紙ベースで起案して、稟議書で階層に応じた承

認印が必要で、発注書をＦＡＸして・・・。

  在宅勤務のためには、ＩＣＴを利用して業務を

行うために各手順で、メールによる確認ではダメ

か？案件によって階層を減らせないか？承認は

メールではダメか？メールでの発注ではダメか？

等々を検討していきます。そのときの注意点は、

品質を担保できているかと同時に、その品質の必

要性も議論して検討を進めることが重要です。

　従来通りの固定観念を見直し、テスト導入で問

題点を探りながら、総工数の削減に取り組むこと

が重要です。単純に専用の業務ソフトを導入が解

決策ではないと言えます。

　改善を進める上で、従業員に自社の状況を説明

し、認識を共有することが大切です。現状を共有

することで変わっていかないと生き残れないこと

を、しっかり説明し納得してもらうことが重要と

なります。緊急時だからこそ、認識を共有して一

丸となって取り組むと共に、日頃意識しないで行っ

ている業務を見直すきっかけとして下さい。

　新型コロナウイルスの感染拡大により、あらゆる業種・業態の企業において、生産・販売・営業等の事業

運営に深刻な影響や支障が発生しています。現在の厳しい状況に対応するべく、業務の見直しを行っておら

れると思いますが、このような厳しい状況であるからこそ、業務の改善によって、生産性の向上や効率的な

業務に向けて、取り組んで行くための方策をまとめます。

２． 今一度、 改善の基本的な考え方と取組方

１． こんなときだからこそ、 改善を！

３．課題共有から改善を進める
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　　　人　事　 ・ 　労　務　の　勉　強　部　屋　（第 26 回）
～新型コロナウイルス感染症の影響による労務管理対策～

　１．職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について

　　　女性が妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症化する可能性があります。

    　パート、派遣、有期雇用など多様な働き方の人も含めて、次の取組の確認をお願いします。

　　　　①有給の特別休暇制度の導入など、妊娠中の女性労働者が休みやすい職場環境の整備

　　　　②感染症リスクを減らす観点からテレワークや時差出勤の積極的な活用の促進

　　　　③妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防取組の実施

　　　　④男女機会均等法、労働基準法による講じなければいけない措置

　　　　　・母性健康管理措置（通勤緩和、休憩に関する措置、妊娠中の症状などに対応する措置）

　　　　　・妊婦が請求した場合の時間外労働、休日労働、深夜業の制限

　　　※妊婦だけでなく、高齢者や基礎疾患のある方についても、取組促進に努める必要があります。

　　詳細は、厚生労働省ＨＰを参照下さい。（https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000620757.pdf）

　２．職場環境の整備の為の助成金活用

　　　働きやすい職場環境の整備を行う為に必要な経費を助成する制度もありますのでご検討下さい。

　　＜雇用調整助成金の特例処置＞

　　　新型コロナウイルス感染症の影響で、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が

　　　労働者を一時的に休業、職業訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の

　　　一部を助成する制度で、特例処置が追記になりました。

　　　※詳細は、Ｐ２を参照下さい。

　　＜小学校休業等対応助成金（労働者を雇用する事業主向け）＞

　　　小学校休業等により子の世話をする保護者に有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給

　　　休暇を除く）を取得させた企業を支援する助成金制度です。

　　　　対象期間：令和 2年 4月 1日から 6月 30 日までの間

　　　　対象児童：①新型コロナウイルス感染症の対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をし

　　　　　　　　　　た小学校等に通う子ども

　　　　　　　　　②新型コロナウイルスの感染などにより、小学校等を休む必要がある子ども

　　　　　　　　　　※感染のおそれのある子ども（発熱等の風邪症状、濃厚接触者）、医療的ケアが日常的

　　　　　　　　　　　に必要な子ども、感染時に重症化するリスクが高い基礎疾患等を有する子どもも含む

　　　　休暇範囲：①学校の元々の休日以外の日（日曜日や春休み等は対象外）

　　　　　　　　　②その他の施設（放課後児童クラブ等）が利用可能な日

　　　　　　　　　③半日、時間単位の休暇も対象

　　　　　　　　　④年次有給休暇や欠勤等を事後的に特別休暇に振り替えた場合も可

　　＜働き方改革推進支援助成金（職場意識改善特例コース）＞

　　　労災保険の適用事業主で、特別休暇を就業規則に規定する整備を行う中小企業事業主に対し、取組費

　　　用の一部を助成する制度です。

　　　　支給対象の取組例：①就業規則などの作成・変更　　②外部専門家によるコンサルティング

　　　　　　　　　　　　　③労務管理用機器の導入・更新　④労働能率増進に資する設備の導入・更新

　　　※詳細は、厚生労働省ＨＰを参照下さい。（https://www.mhlw.go.jp/content/000621317.pdf）

　新型コロナウイルス感染症の甚大な影響により、各企業においては、新たな労務管理への対応が求め

られています。職務や勤務形態、個人的な事項を考慮しつつ、再度ご確認下さい。
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令和２年度就職問題連絡会

　高校の進路指導の先生方と企業側との情報交

換の場として長年にわたり開催しております。

　高校卒業者採用計画の有無にかかわらず、こ

の連絡会を通して、進路指導の先生方との繋が

りをより一層深められ、今後の貴社の人材確保

にお役立て頂きたく開催致します。

　研修・セミナー開催にあたりましては、感染

の予防・拡大の防止への充分な対策・体制をと

りますとともに、参加者の方々にもご協力を賜

り、安全に十分配慮の上で実施させて頂きます。

　※新型コロナウイルスの感染状況により、や

むを得ず中止・延期する場合がありますので、

予めご容赦お願い申し上げます。

記

　　日　時：令和２年６月 18 日（木）

　　　　　　　14：30 ～ 16：45

　　場　所：奈良ロイヤルホテル

　　　　　　（奈良市法華寺町 254-1）　

　　申　込：事務局までご連絡ください。

株式会社アライの森 奈良営業所

【企業概要】

創　　業：昭和 38 年

資 本 金：1,000 万円

代 表 者：代表取締役社長

　　　　　　新　井　賢　士

所 在 地：〒 630-8106

　　　　　奈良市佐保台西町 8・9

Ｔ Ｅ Ｌ : 0742-72-4577

Ｆ Ａ Ｘ : 0774-72-3912

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.arainomori.co.jp

従 業 員：22 名　　

事業内容 :その他の卸売業（古紙卸売業）

　 弊 社 は、「 リ サ イ ク ル は 愛 」 を 理 念 に 掲

げ、近畿一円で古紙、古繊維、再生エネル

ギーのリサイクル事業を展開しております。 

　奈良県では、本邦初となる古紙ドライブスルー

「ユーカリ」を 14 店舗開設し、地元の皆様にご愛

顧いただいております。

　未来のクリーンな地球環境実現に貢献したいと

思っております。

新　入　会　員　様　ご　紹　介

河南通信工業

【企業概要】

代 表 者：代表者

　　　　　　松　本　幸　雄

所 在 地：〒 585-0002

　　　　　南河内郡河南町

　　　　　　　　　　一須賀 117-2

Ｔ Ｅ Ｌ : 0721-21-6070

Ｆ Ａ Ｘ : 0721-93-7007

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kanan.smafo.biz/

従 業 員：２名　　

事業内容 :電気通信工事業

　関西一円で、携帯電話、テレビ、光電話、イン

ターネットの光電送路構築の工事をしております。 

　一般道路上での作業で、リアルタイムに変動す

る環境の中で他設備に不具合の無い様に、又、作

業員、第三者の安全を確保しながら、日々ガンバっ

ております。

賛助会員

正 会 員株式会社光洋物流 奈良支社

【企業概要】

創　　業：昭和 24 年５月

資 本 金：3,150 万円

代 表 者：執行役員 営業部長　　　　　

　　　　　　大 久 保　涼 介

所 在 地：〒 632-0098

　　　　　天理市南六条町 156

Ｔ Ｅ Ｌ : 0743-64-5252

Ｆ Ａ Ｘ : 0743-64-5454

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kk-koyo.com/

従 業 員：150 名 ( 全社）　38 名（奈良支社）　　

事業内容 :梱包業・倉庫業・運送業

　当社は永年に渡り大手電器メーカーのサービス

パーツに特化した、倉庫・検品梱包等、物流サー

ビスを営んでいます。

　ベルトコンベアを使ったきめ細かい流れ作業や

大型機械による建材加工等さまざまな業務が可能

です。

　検品・梱包・管理・運送まで物流一貫サービス

をすることにより顧客満足度ナンバーワンと社会

貢献を目指しております。

正 会 員

－９－
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  　 社　名　変　更

　☆関西電力株式会社 送配電カンパニー

　　　　　　　　　　    　   奈良支社　　　

　　　　　      ↓

　  関西電力送配電株式会社 奈良支社

事 務 局 だ よ り

  　

　

役　職　変　更

  ☆社会福祉法人恩賜財団

　　　　　済生会奈良病院

　　　　　　院長　瀬川　雅数

　　　　　　　　↓

　　　　名誉院長　瀬川　雅数

  ☆三笠産業株式会社

　　　 代表取締役社長　林田　壽昭　

           　   ↓

　  　 代表取締役会長　林田　壽昭

  　

　

代 表 者 変 更

  ☆株式会社淺沼組 奈良営業所

　　　 （旧）大西　宏次　 （所長）

           　   ↓

　  　 （新） 東口　勝彦　 （所長）

　☆大阪ガス株式会社 奈良事業所

　　　 （旧）速水　英樹　 （奈良地区支配人）

           　   ↓

　  　 （新） 福井　克久　 （奈良地区支配人）　

  ☆株式会社公益社

　　　 （旧）河口　博之　 （代表取締役）

           　   ↓

　  　 （新） 河口　昌司　 （代表取締役社長）　

　

  ☆三共土地建物株式会社

　　　 （旧）南阪本　一三 （代表取締役）

           　   ↓

　  　 （新） 樫本　貞洋　 （代表取締役）　

　☆株式会社ドコモＣＳ関西 奈良支店

　　　 （旧）森田　晃弘　 （支店長）

           　   ↓

　  　 （新） 細川　篤司　 （支店長）　

　☆ハウス食品株式会社 奈良工場

　　　 （旧）川田　進司   （工場長）

　　　　　　　  ↓

　  　 （新）荒木　隆弘　 （工場長）

  　

　

住 所 変 更 等

  ☆有限責任監査法人 トーマツ

　 〒 630-8225

　　 奈良市西御門町 2番地 西御門服部ビル　

     TEL:0742-20-6727　FAX:0742-27-2541

　　　　奈良事務所長　目細　実

　　　　　 　　 ↓

　 〒 541-0042

　　 大阪市中央区今橋４丁目 1-1 

　　　　　　　　　淀屋橋三井ビルディング 

　　 TEL:06-4560-6000 FAX:06-4560-6001 

　　　　　パートナー　目細　実

  　

　 ～ 事務局からの願い ～

　・代表者様変更

　・代表者様役職変更

　・住所及び電話・ＦＡＸ番号

　変更等がございましたら、事務局まで

　ご連絡下さいますようお願い申し上げます。

－ 10 －


